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政府による「緊急事態宣言」発令時における 

実務実習に関するお願い(関東地区調整機構)について 

 

 

平素、本会の運営に際し、種々ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症に係る実務実習に関する関東地区調整機構の基

本方針につきましては、2 長薬発第 28 号(令和 2 年 4 月 7 日発出通知)にてお知ら

せしたところですが、政府による緊急事態宣言発令の可能性が高い状況となった事を

受け、今後緊急事態宣言が発令された場合の実務実習に関する対応方針について、

関東地区調整機構より別添のとおり通知がありました。 

つきましては、貴職ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、詳細につきましては 

別添のとおりとなりますので、貴会内の令和 2 年度実務実習受入施設へご周知くださ

るよう、お願いいたします。 

なお、現在、貴会内で実習中の学生について、実習中断等の対応がなされた施設

がありましたら、お手数ですが、県薬事務局あて情報提供いただきますよう、併せてお

願い申し上げます。 
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